
総社市ふるさと納税推進事業募集要領 

 

１ 目的 

総社市では，ふるさと納税推進事業を市民税，法人市民税及び固定資産税と並ぶ「第四の税

収源」と位置付け，総社市及び総社市の施策を全国に向けて積極的にＰＲすることで寄附金額の

増大を図るとともに，返礼品として市内関連物品を積極的に活用することによって地域活性化を

図ることを目指します。 

つきましては，返礼品として贈呈する商品又はサービスをご提供いただける事業者を募集

します。 

 

２ 応募の要件 

推進協力事業者及び商品又はサービスは，次の要件に適合すること。ただし，市が推進協

力事業者として適当でないと認めた場合や，返礼品として適当でないと認めた場合には，参

加できない場合があります。 

（１）推進協力事業者 

  次の要件をいずれも満たすこと。 

ア 平成３１年４月１日付け総務省告示第１７９号第５条各号のいずれかに該当する商品

又はサービスを取り扱う事業者。 

イ 市税等の滞納がないこと。 

ウ 総社市暴力団排除条例（平成２３年総社市条例第１５号）第２条に規定する暴力団，

暴力団員又は暴力団員等ではないこと。 

 

（２）返礼品 

  平成３１年４月１日付け総務省告示第１７９号第５条各号のいずれかに該当するもので，次

の要件をいずれも満たすこと。 

ア 市のＰＲにつながる商品又はサービスであること。 

イ 地域産業の振興に資すること。 

ウ 市から依頼後，速やかに返礼品が発送できること。 

エ 飲食物の場合は，原則として，商品到着後５日程度の賞味期限が保証されるもので

あること。また，次のことに同意の上返礼品を提供すること。 

①食品表示法等の関係法令を遵守して産地名を適正に表示すること。 

②市が必要と認めるときは実地調査等に応じること。 

③返礼品の地場産品基準（総務省告示第１７９号第５条）等の遵守すべき事項が 

記載された書類の整備・保存を行うこと。 

④食品の産地名において不適切な表示を行った場合は，市との取引中止や損害賠

償等の対応に応じること。 

オ ふるさと納税の趣旨に反せず，公序良俗に反していないこと。なお，金券などの換金性

が高いものや，土地・建物などの資産性の高いものでないこと。 



 

※  返礼品の申込数は申込状況等により調整させていただく場合があります。 

※ 返礼品代は寄附金額の３０％以下とし，その内訳は発送料を除く商品代，消費税，梱包

料等の必要経費とします。 

※ 発送料（税込）は寄附金額の５％以下とし，推進協力事業者で発送をお願いします。請

求は，返礼品代と発送料が分かるように明記し，月ごとに請求してください。 

 

３ 推進協力事業者のメリット 

（１）市の取り扱うふるさと納税ポータルサイト，チラシ等に返礼品の画像，商品名，事業

者名等が掲載されます。 

（２）返礼品発送時にパンフレット等を同封していただくことで，自社商品のＰＲを行って

いただけます。 

 

４ 返礼品発送の流れ 
      

寄附者 

①返礼品の選択 
 
 
 

総社市 

 

②返礼品の発注  

推進協力

事業者 

 

   

  
       ④実績報告・請求 

  

   
 

 
 

⑤支払い 
 

    

   ③返礼品の梱包・発送  

 

＜スケジュール＞  

②返礼品の発注 ③返礼品の梱包・発送 ④実績報告・請求 

(1)毎月 1日 (1) １日～１０日 
(1)～(3)の発送完了後 

提出（月１回） 
(2)毎月１１日 (2)１１日～２０日 

(3)毎月２１日 (3)２１日～３０日 

※発注日が土日祝の場合，直前の営業日 

 

５ 募集期間 

申込みは随時受け付けますが，返礼品のポータルサイトでの受付開始は，原則翌月以降と

なります。 

 

 

６ 応募方法 



別紙「総社市ふるさと納税推進協力事業者申込書」に必要事項を記入し，返礼品の写真（電

子ファイル），資料等とともに，総社市ふるさと納税推進課まで提出してください。 

 

７ 推進協力事業者等の決定 

申込内容や事業者活動等を総合的に判断して推進協力事業者及び返礼品を決定し，その結

果を当該申込事業者へお知らせいたします。 

 

８ 個人情報の保護 

推進協力事業者は，個人情報の取り扱いについて，総社市個人情報保護条例及び関係法令

を遵守してください。（市から提供した寄附者の個人情報は，返礼品の送付以外の目的に使

用することはできません。） 

 

９ その他留意事項 

（１）推進協力事業者は，あらかじめ申込みをした商品を変更・辞退する場合や，商品に関

して発送の遅延，販売中止，品質及び送付過程等での事故等の問題が発生した場合には

速やかに対応するとともに市へ報告するものとします。 

（２）推進協力事業者は，返礼品の品質等に関して，寄附者から苦情等があった場合は，真

摯に対応し解決に努めるものとし，苦情内容について市へ報告するものとします。その

際，品質等による保証やクレーム対応について，市は一切責任を負いません。 

（３）市は，申込内容に虚偽があった場合及び市に損害を及ぼす行為があった場合には登    

録を取り消します。 

（４）推進協力事業者は，返礼品を強調した宣伝広告を行わないこと。 

（５）市は，推進協力事業者として登録された事業者又は返礼品が「２ 応募の要件」に適

合しなくなったと認める場合，その登録を取り消します。 

 

 

１０ 申込み・問合せ先 

  総社市ふるさと納税推進課 

  〒７１９－１１９２ 

総社市中央一丁目１番１号 

  Tel:０８６６－９２－８２１１ 

    FAX:０８６６－９２－８２１６ 

    Email:henreihin@city.soja.okayama.jp 



年  月  日  

 

総 社 市 長  様 

 

住  所 

事業者名 

代表者職・名                  

 

 

総社市ふるさと納税推進協力事業者申込書 

 

総社市ふるさと納税推進事業への参加を申込みます。 

 なお，申込みに当たっては，総社市ふるさと納税推進事業実施要領の内容に従い，個人情報保

護などの法令を遵守することを誓約するとともに，総社市が審査するために必要とする総社市の

課税台帳の閲覧について同意します。 

 

返礼品 別紙のとおり 

連 絡 先  

業種・業務内容  

担当者所属・氏名  

電話番号  

FAX番号  

メール  

発注方法 メール ・ 郵送 ・ ＦＡＸ 



(別紙) 

事業者名  

返礼品名 

（メーカー・商品名・型番など） 

 

 

 

内  容 

（規格・サイズ・容量など） 

 

 

 

受付期間 通年 ・ 期間限定（   月  ～   月） 

発送時期 通年 ・ 期間限定（   月  ～   月） 

発送方法 常温 ・ 冷蔵 ・ 冷凍 

寄附金額（a）                  円 

返礼品代（税込み） 
（a×0.3） 

                 円 

送料（税込み） 

（a×0.05） 

                  円 

(チケット・クーポン券等は上限500円/回，それ以外は上限2,000円/回） 

最大供給可能数 

※数量限定の場合記入ください。 
    ／月 

返礼品のＰＲ 

（100字程度） 

※総社市の魅力発信に繋がるPR文

の作成をお願いします。 

※書ききれない場合は添付にてご

提出ください。 

 

 

 

 

 

 

（例） 

・総社市老舗の○○／△年△月から総社市で操業を続けている○○が製造しました。生産

から加工まで総社市で行った自慢の一品です。 

・総社市イメージキャラクター「チュッピー」のグッズです。 

 

 

 

 



【添付資料】返礼品の写真(電子ファイル)※写真の容量 １ＭＢ以上５ＭＢ以下 

 

【確認事項】 

・本返礼品の画像は，申請者が著作権を有している，または第三者から使用の承諾を得ているも

のであり，第三者の著作権を侵害するものではありません。             はい□   

・本返礼品は，申請者が販売権を有している，または第三者から販売の承諾を得ているものであ

り，第三者の販売権を侵害するものではありません。                はい□ 

・申請者等による当該返礼品を強調した宣伝広告を行いません。           はい□ 

 

【食品を提供する場合の確認事項】 

①本返礼品の産地名を適正に表示します。                     はい□ 

②市が認めるときは，申請者に対し調査（実地調査を含む。）を行うことに同意します。 

はい□ 

③返礼品の基準等遵守すべき事項が記載された書類の整備・保存を行います。    はい□ 

④食品の産地名において不適切な表示を行った場合は，市との取引中止や損害賠償等の対応

を行うことに同意します。                           はい□ 

 

 

※食品に関しては次の事項も商品ごとにご記入ください。 

（商品名：          ） 

賞味期限  

保存方法 常温 ・ 冷蔵 ・ 冷凍 ・ その他（          ） 

アレルギー品目の有無 有 ・ 無 

アレルギー品目 

 

□ 卵  □ 乳  □ 小麦  □ そば  □ 落花生（ピーナッツ）  

□ えび  □ かに  □ さけ（鮭）  □ さば  □ あわび  

□ いか  □ いくら  □ 牛肉  □ 豚肉  □ 鶏肉   

□ ゼラチン  □ アーモンド  □ カシューナッツ   

□ くるみ  □ 大豆  □ ごま  □ まつたけ  □ やまいも  

□ オレンジ  □ キウイフルーツ  □ バナナ  □ もも  

□ りんご 

 

 

 

 



（商品名：          ） 

賞味期限  

保存方法 常温 ・ 冷蔵 ・ 冷凍 ・ その他（          ） 

アレルギー品目の有無 有 ・ 無 

アレルギー品目 

 

□ 卵  □ 乳  □ 小麦  □ そば  □ 落花生（ピーナッツ）  

□ えび  □ かに  □ さけ（鮭）  □ さば  □ あわび  

□ いか  □ いくら  □ 牛肉  □ 豚肉  □ 鶏肉   

□ ゼラチン  □ アーモンド  □ カシューナッツ   

□ くるみ  □ 大豆  □ ごま  □ まつたけ  □ やまいも  

□ オレンジ  □ キウイフルーツ  □ バナナ  □ もも  

□ りんご 

（商品名：          ） 

賞味期限  

保存方法 常温 ・ 冷蔵 ・ 冷凍 ・ その他（          ） 

アレルギー品目の有無 有 ・ 無 

アレルギー品目 

 

□ 卵  □ 乳  □ 小麦  □ そば  □ 落花生（ピーナッツ）  

□ えび  □ かに  □ さけ（鮭）  □ さば  □ あわび  

□ いか  □ いくら  □ 牛肉  □ 豚肉  □ 鶏肉   

□ ゼラチン  □ アーモンド  □ カシューナッツ   

□ くるみ  □ 大豆  □ ごま  □ まつたけ  □ やまいも  

□ オレンジ  □ キウイフルーツ  □ バナナ  □ もも  

□ りんご 

（商品名：          ） 

賞味期限  

保存方法 常温 ・ 冷蔵 ・ 冷凍 ・ その他（          ） 

アレルギー品目の有無 有 ・ 無 

アレルギー品目 

 

□ 卵  □ 乳  □ 小麦  □ そば  □ 落花生（ピーナッツ）  

□ えび  □ かに  □ さけ（鮭）  □ さば  □ あわび  

□ いか  □ いくら  □ 牛肉  □ 豚肉  □ 鶏肉   

□ ゼラチン  □ アーモンド  □ カシューナッツ   

□ くるみ  □ 大豆  □ ごま  □ まつたけ  □ やまいも  

□ オレンジ  □ キウイフルーツ  □ バナナ  □ もも  

□ りんご 

 


